
保育園に対してのご意見・ご要望について 

 
保育園を利用するにあたりまして、お気づきのことやご意見・ご要望などがごいました

ら、ご遠慮なくお伝えください。 
保育のことについてのお悩みや、ご意見、ご要望は電話や送迎時に保育士に直接お話し

ください。 
ご希望により、副園長・主任保育士が相談に応じます。 
お気づきのこと、不愉快なこと、改善してほしいことがございましたら、何なりとお申

し付けください。 
私どもは、可能なかぎり保護者の皆様のご要望にお応えしたく最大の努力を図っていき

ます。 
なお、当園では、職員全員が意見を承りますが、つぎのような制度がありますので、ご

意見をお寄せください。 
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